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昭和60年に男女雇用機会均等法

が施行されてから20年が経った。

幾度か手直しされてきた同法だ

が，今年 4 月にはさらなる改正が

盛り込まれた男女雇用機会均等法

が施行となる。その改正のポイン

トとして5 点挙げられよう（図表）。

間接差別禁止の規定導入
今回の改正により，従来，ごく

一般的な雇用慣行として運用され

てきた「コース別人事制度」にお

いて，「総合職」の労働者の募集

または採用に当たって，合理的な

理由なしに（広域にわたり展開す

る支店・支社等がなく，その計画

もない。または，そのような支

店・支社はあっても，長期間にわ

たり転居を伴う転勤の実態がほと

んどない場合，など）転居を伴う

転勤に応じることができることを

要件とすることや，労働者の昇進

に当たり，転勤の経験があること

を要件とすることが禁じられるこ

ととなった（第 7 条・均等則第 2

条）。これにより多くの企業が人

事教育制度の見直しを迫られてい

ることであろう。

しかし，何も悲観的にとらえる

必要はない。むしろ，企業が真に

女性を活用，戦力化しようとする

うえで追い風が吹いており，女性

にとって働きやすい職場であるこ

とをアピールするチャンスともな

っている。今こそ組織風土を改

革，刷新する好機といえよう。

妊娠・出産で不利益の禁止
今回は母性保護についても大き

く打ち出されており，結婚や出産

を理由に女性を解雇してはいけな

いと明確にしている。妊娠中およ

び出産後 1 年以内に女性社員を解

雇した場合，出産が理由でないこ

とを証明しない限り，その解雇は

無効になる（第 9 条 4 項）。

従来は，フルタイムで働く女性

にとって仕事と家事・育児の両立

はハードルが高く，結婚や出産を

機に70％以上が職場を去らねばな

らない状況が長く続いていた。法

改正を転機として，企業は，女性

が妊娠・出産しても復帰しやすい

制度を整え，女性に「仕事か出産

か」という選択を迫ることなくそ

の両立を可能にすることが求めら

れている。

次世代の子供を育てることは，

女性だけに課された役割ではな

く，家族で，地域で，ひいては社

会全体で取り組むべき課題であ

る。そうでなければ，過去最低を

更新し続けている合計特殊出生率

の低下に歯止めをかけることは不

可能であろう。

女性が妊娠・出産で休業しても

不本意に退職させられない，復帰

しても不利益が生じない職場環境

は，企業にとっても貴重な人材を

確保するためのリテンション施策

に他ならない。その際には，短時

間正社員制度をはじめ育児に配慮

した働き方が選択できることが重

要である。

有期労働契約者に対する留意点
今回の改正による労務管理上の

留意点として，パートタイマーや
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第1回　男女雇用機会均等法第2次改正のポイント

第1回 男女雇用機会均等法第2次改正のポイント

第2回 女性を活かす組織風土作り

第3回 社内で行う女性活躍支援研修

第4回 セクシュアル・ハラスメントのない組織を作る

第5回 女性のモチベーションを高める制度作り

第6回 今度こそ女性活用に失敗しないために
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契約社員などの有期労働契約者に

対しても，妊娠・出産等を理由に

「契約の更新をしない」場合が直

ちに不利益取り扱いとされている

ことが挙げられる（第 9 条 3 項・

性差別指針）。

指針では契約更新が全く期待さ

れない有期契約労働者のことまで

は含んでいない。契約終了が明示

されている女性有期労働契約者が

妊娠した場合，出産に起因する労

働不能な期間中に，契約終了日を

迎えればそのまま契約終了とな

る。ただ自動更新や一定の要件の

もとで更新期待のある有期労働契

約においては，上記の問題が発生

することが予想される。今後は更

新の必要性を十分検討し，その都

度更新手続きを徹底するなど厳格

な雇用管理を行うことが求めら

れる。

「パートになりませんか」は要注意
これまで均等法は主に人事部が

関連する法律であって現場にとっ

ては馴染みが薄い傾向にあった

が，今後は管理職やパートタイマ

ーにも大いに関係してくる。

企業が留意すべきポイントに

「雇用契約形態の変更」がある。

性的差別をしてはいけないことが

謳われている項目に，この雇用形

態の変更に関する内容が含まれる

ようになった（第 6 条 3 項）。

例えば，長時間勤務が可能なパ

ートタイマーを正社員に登用する

という働きかけは以前から行われ

てきた。反対に，人件費抑制施策

の一環として正社員を減らしてパ

ートタイマーに変更するという方

法も取られてきた。これら雇用形

態の変更は雇用契約の変更でもあ

るため，本来，企業側が一方的に

行えることではない。しかし，実

際は「人事権の行使」の範疇であ

るという解釈により企業側が単独

に行うこともあった。今後はそれ

が単独では行えない。

女性正社員に対してのみ「パー

トタイマーのほうが家庭と仕事を

両立しやすいですよ」といった提

案をすることや，男性パートタイ

マーは勤続 6 ヵ月で正社員に登用

される一方で，女性パートタイマ

ーは 1 年間勤務しなければ登用さ

れない，といった条件を設けるこ

とは法律違反となる。今後は，社

員に対する性的差別の要素を含ん

だ提案自体が違反となりうるので

注意が必要である。

改正法の施行に当たって
改正男女雇用機会均等法は間も

なく施行される。今回の改正では，

重要な改正事項が数多く含まれて

いるため，企業としては遅くとも

施行時期に間に合うよう迅速な対

応が求められている。

これまで「常識」と考えられて

きた職場における通念を一旦ゼロ

ベースに戻し，「女性だから」「パ

ートだから」といった区分に左右

されることなく，一個人として能

力を発揮することを互いに認め合

える組織風土に変革する転機とし

てもらいたい。
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筆者 吉田珠江による
「女性を活かす・会社を生かす」
セミナーのレジュメをプレゼント

●3月8日開催のセミナーレジュメ（A4
版・20ページ）を差し上げます。

【内容】
第一部 先行企業による事例紹介
第二部 自社でできる女性活躍推進策

◆「飲みにケーション」がモチベーショ
ンを下げる!?

◆応接室の「トラの置物」は即刻撤去する
◆女性リーダー養成プログラム例　　他

ご希望の方は，件名に「女性活用セミ
ナーレジュメ希望」と明記の上，御社
名・お役職・お名前・送付先住所・電話
番号を下記メールアドレス宛にお送り下
さい。
株式会社新経営サービス
E-mail：mas@skg.co.jp
URL：http://jinji.jp

～女性活用支援に関する情報満載～
人事戦略研究所ホームページ

http: / / j in j i . jp

図表　男女雇用機会均等法改正のポイント 

①「間接差別」を初めて明記したこと 
　今回，間接差別として実質的に差別につながるおそれがあるとされる3項目
とは以下のものである。 
　1．募集または採用における身長，体重，体力要件 
　2．コース別雇用管理制度上の総合職の募集または採用における転勤要件 
　3．昇進における転勤経験要件 
②差別禁止の内容について，配置においての権限の付与・業務の分配が含まれ
ていることを明らかにし「降格，雇用形態又は職種の変更，退職勧奨および
雇い止めを追加」したこと。 
③労働基準法の産前産後休業以外の母性保護措置等，妊娠・出産に起因する能
率低下，労働不能を理由とする解雇その他の不利益取り扱いも禁止したこと。 
④妊娠・出産を理由とした妊娠中および産後1年間以内の解雇は無効としたこと。 
⑤セクシュアル・ハラスメントについて，男性も対象として事業主の措置義務
規定とし，事後措置のひとつとして「調停に付す」など，違反規定も含めて
整備するとしたこと。 
　1．セクシュアル・ハラスメントおよび母性健康管理について調停の対象と

したこと 
　2．企業名公表制度の対象として実効性の確保を図ったこと 


